
月 日
曜
日

会場
（総合福祉会館）

受付時間 会場（出張会場） 受付時間

16日 金 ３階　３０１研修室
9時～12時

13時～15時30分

19日 月 同　　上 同　　上

20日 火 同　　上 同　　上

21日 水 同　　上 同　　上

22日 木 同　　上 同　　上
若狭野多目的
研修センター

9時30分～12時
13時～15時

26日 月 同　　上 同　　上 矢野公民館
9時30分～12時
13時～15時

27日 火 同　　上 同　　上

28日 水 同　　上 同　　上

29日 木 同　　上 同　　上

1日 金 ３階　３０１研修室
9時～12時

13時～15時30分

4日 月 同　　上 同　　上

5日 火 同　　上 同　　上 東部公民館
9時30分～12時
13時～15時

6日 水
若狭野多目的
研修センター

9時30分～12時
13時～15時

7日 木 矢野公民館
9時30分～12時
13時～15時

8日 金 東部公民館
9時30分～12時
13時～15時

11日 月 同　　上 同　　上

12日 火 同　　上 同　　上

13日 水 同　　上 同　　上

14日 木 同　　上 同　　上

15日 金 同　　上 同　　上

（注） １

２

３

令 和 ６ 年 申 告 会 場 に つ い て
　申告受付期間中（2月16日～3月15日）の申告受付の日程は下記のとおりです｡
　市役所「税務課窓口」での申告受付はできませんので、必ず下記の会場にて申告し
ていただきますようご協力をお願いいたします。

申　告　受　付　会　場　日　程　表

出張会場受付日につき
総合福祉会館では受付していません

出張会場受付日につき
総合福祉会館では受付していません

出張会場受付日につき
総合福祉会館では受付していません

申告受付期間中は、上記の会場以外では市職員による申告受付はできません。

総合福祉会館が開館日でも、他の出張会場で受付するため、総合福祉会館での受付ができな
い日がありますのでご注意ください。

国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の方及び公営住宅にご入居の方は、所得の有無
にかかわらず、必ず申告してください｡（申告されないと、保険料や家賃の算定に影響することに
なります。）

2月

3月


